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議案番号 部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

議案第29号
児 童
福 祉

5～28
吹田市障がい者支援プラン（第７期吹田市障がい福祉計画及び
第３期吹田市障がい児福祉計画）素案に係るパブリックコメン
トで提出された全ての意見

梶 川

議案第29号 児 童 29
子育て広場助成事業における過去５年間の利用世帯数及び主な
活動実績（ブロック別）

梶 川 塩 見

議案第29号 児 童 30 公立施設の一時預かり事業等における過去５年間の利用状況 梶 川

議案第29号
児 童

健康医療
31～32 子育て支援センターの運営内容及び体制 梶 川

議案第29号 児 童 33 市が把握している子供食堂の実施状況一覧 山 根

議案第29号
児 童

健康医療
34～35 子育て支援センターの組織並びに職種及び職員数 塩 見

議案第29号 児 童 37
公立園における４・５歳児の職員配置基準見直し予定（北摂各
市）

清 水

議案第29号 福 祉 39～41
吹田市地域生活支援事業実施規則の一部改正の骨子案に係るパ
ブリックコメントで提出された全ての意見

梶 川

議案第29号 福 祉 43 令和５年度（2023年度）戦没者追悼式の実施状況 山 根

議案第29号 福 祉 45 障害者福祉年金等支給事業の廃止財源活用事業一覧 山 根 井 上

議案第29号 福 祉 46 過去３年間の障がい者相談支援センターの実績 塩 見

議案第29号 健康医療 47
第２次吹田市自殺対策計画（素案）に係るパブリックコメント
で提出された意見

梶 川

議案第29号 健康医療 48～61
吹田市感染症予防計画（案）に係るパブリックコメントで提出
された意見

梶 川

議案第29号 健康医療 63
過去３年間の犬、猫の保健所への持込件数及び殺処分費用の推
移（犬、猫の子・成犬（猫）別）

清 水

議案第29号 健康医療 65 インフルエンザワクチンの接種率 清 水

議案第30号 健康医療 67 国民健康保険料の抑制のために実施可能な事業の一覧 山 根

議案第40号 児 童 69～70 償還金等の内容一覧（児童部所管分） 梶 川

議案第40号 福 祉 71 償還金等の内容一覧（福祉部所管分） 梶 川

議案第40号 健康医療 73～74
新型コロナウイルスワクチンの接種に関する委託料及び個別接
種促進協力金の詳細

梶 川

議案第40号 健康医療 75 償還金等の内容一覧（健康医療部所管分） 梶 川

議案第41号 健康医療 77 償還金等の内容一覧 梶 川

議案第43号 福 祉 79 償還金等の内容一覧 梶 川

要求委員名
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議
案
第
２
９
号
参
考
資
料

児
童
部
子
育
て
政
策
室

（
単
位
：
世
帯
）

平
成
3
0
年
度

（
2
0
1
8
年
度
）

令
和
元
年
度

（
2
0
1
9
年
度
）

令
和
２
年
度

（
2
0
2
0
年
度
）

令
和
３
年
度

（
2
0
2
1
年
度
）

令
和
４
年
度

（
2
0
2
2
年
度
）

J
R
以
南
地
域

1
子
育
て
広
場
ね
っ
こ
ぼ
っ
こ

週
５
日

1
0
組

1
,8
8
7

2
,0
5
0

6
9
3

8
7
1

1
,0
1
4

2
子
育
て
広
場
オ
ア
シ
ス

週
４
日

1
0
組

1
,6
5
8

1
,2
8
5

8
4
0

5
7
3

4
0
0

3
こ
ら
ぼ
れ
ひ
ろ
ば

週
３
日

1
0
組

1
,7
1
4

1
,1
6
9

6
6
6

9
3
4

1
,1
6
2

豊
津
・
江
坂
・
南
吹
田
地
域

4
陽
だ
ま
り
ル
ー
ム

週
５
日

1
0
組

1
,8
0
4

1
,2
0
5

1
9
9

1
6
7

1
7
4

千
里
山
・
佐
井
寺
地
域

5
子
育
て
C
o
C
o
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

週
４
日

1
0
組

2
,3
1
3

2
,0
1
3

4
3
3

7
6
0

1
,1
2
9

6
子
育
て
広
場
こ
す
も
す
の
家

週
５
日

1
0
組

2
,8
6
1

2
,5
9
2

1
,1
9
2

1
,6
5
1

1
,7
2
8

7
子
育
て
広
場
キ
ー
ト
ス

週
４
日

1
0
組

2
,6
5
2

1
,8
9
3

1
,1
0
0

9
2
8

1
,1
7
0

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域

8
子
育
て
広
場
た
け
の
こ

週
５
日

1
0
組

2
,7
4
0

2
,8
1
7

2
,3
0
1

3
,1
1
6

2
,5
8
4

1
7
,6
2
9

1
5
,0
2
4

7
,4
2
4

9
,0
0
0

9
,3
6
1

※
一
度
に
概
ね
1
0
組
の
子
育
て
親
子
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
広
さ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
用
枠
は
1
0
組
と
表
記
し
て
い
る
。

子
育
て
広
場
助
成
事
業
に
お
け
る
過
去
５
年
間
の
利
用
世
帯
数
及
び
主
な
活
動
実
績
（
ブ
ロ
ッ
ク
別
）

利
用
枠

※

合
計

【
主
な
活
動
実
績
】

＜
基
本
事
業
＞

（
1
）
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

(2
)子
育
て
等
に
関
す
る
相
談

(3
)地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

(4
)子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施
（
月
１
回
以
上
）

＜
基
本
事
業
以
外
＞

（
1
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
（
社
会
福
祉
協
議
会
、
学
生
）

(2
）
三
世
代
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

(3
）
近
隣
の
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
関
係
機
関
と
の
連
携

(4
)地
域
と
の
連
携
（
地
域
で
の
子
育
て
広
場
の
周
知
活
動
）

(5
）
ス
タ
ッ
フ
研
修

延
べ
利
用
世
帯
数

開
設

日
数

広
場
名

ブ
ロ
ッ
ク
別

№

片
山
・
岸
部
地
域

山
田
・
千
里
丘
地
域
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議
案
第
2
9
号
参
考
資
料

児
童
部
子
育
て
政
策
室

（
単
位
：
人
）

種
別

実
施
場
所

利
用

定
員

平
成
3
0
年
度

（
2
0
1
8
年
度
）

令
和
元
年
度

（
2
0
1
9
年
度
）

令
和
２
年
度

（
2
0
2
0
年
度
）

令
和
３
年
度

（
2
0
2
1
年
度
）

令
和
４
年
度

（
2
0
2
2
年
度
）

室
課
名

豊
一
児
童
セ
ン
タ
ー

6
人

4
9
1

4
6
0

4
8
0

4
7
7

8
6
1
子
育
て
政
策
室

の
び
の
び
子
育
て
プ
ラ
ザ

1
0
人

2
,4
6
6

2
,2
6
5

1
,1
1
4

8
8
7

1
,7
0
6
の
び
の
び
子
育
て
プ
ラ
ザ

吹
田
保
育
園

6
人

6
7
5

い
ず
み
保
育
園

6
人

8
1
0

藤
白
台
保
育
園

6
人

9
8
2

南
千
里
保
育
園

６
人

7
4
4

8
1
1

7
3
3

5
9
0

1
,0
4
1

い
ず
み
小
規
模
園

1
0
人

1
,4
8
8

1
,0
1
7

7
7
9

1
,2
9
1

は
ぎ
の
き
こ
ど
も
園

6
人

8
2
6

7
9
1

5
0
6

8
8
6

合
計

6
,1
6
8

5
,8
5
0

4
,1
3
5

3
,2
3
9

5
,7
8
5

休
日
保
育
事
業

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

2
5
人

4
2
0

5
7
3

4
2
3

3
4
1

3
0
0
保
育
幼
稚
園
室

※
は
ぎ
の
き
こ
ど
も
園
は
令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
に
開
設

※
令
和
５
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
よ
り
南
千
里
保
育
園
の
定
員
を
８
人
に
拡
大

※
令
和
５
年
（
2
0
2
3
年
）
１
０
月
よ
り
こ
と
ぶ
き
保
育
園
、
佐
竹
台
地
域
交
流
室
で
新
た
に
実
施

公
立
施
設
の
一
時
預
か
り
事
業
等
に
お
け
る
過
去
５
年
間
の
利
用
状
況

一
時
預
か
り
事
業

保
育
幼
稚
園
室

 30  30  30 



子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

（
障
が
い
児
支
援
）


児
童
発
達
支
援
（
杉
の
子
学
園
・
わ

か
た
け
園
）


外
来
相
談


巡
回
相
談


親
子
教
室


外
来
訓
練


保
護
者
支
援


相
談
支
援


保
育
所
等
訪
問
支
援


障
が
い
児
等
療
育
支
援

・
・
・
等

す
こ
や
か
親
子
室
（
母
子
保
健
）


妊
娠
届
出
受
理
（
面
接
と
母
子
健
康
手
帳
交

付
）


伴
走
型
相
談
支
援


妊
婦
（
両
親
）
教
室


産
後
ケ
ア
事
業


産
後
家
事
支
援
事
業


妊
産
婦
・
乳
幼
児
健
康
診
査
（
歯
科
含
む
）


新
生
児
・
乳
幼
児
訪
問


離
乳
食
講
習
会


小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
医
療
費
助
成


未
熟
児
養
育
医
療
給
付


障
害
児
通
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
給
付

・
・
・
等

家
庭
児
童
相
談
室
（
児
童
福
祉
）


家
庭
児
童
相
談


子
ど
も
見
守
り
家
庭
訪
問


子
育
て
世
帯
家
事
・
育
児
支
援


子
育
て
短
期
支
援


育
児
支
援
家
庭
訪
問


親
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム


児
童
虐
待
防
止
対
策


要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の

調
整
機
関


ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
談

・
・
・
等

統
括
支
援
員
（
保
健
師
）


合
同
ケ
ー
ス
会
議


サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
の
作
成


地
域
子
育
て
相
談
機
関
と
の
連
携

セ
ン
タ
ー
⾧

連
携

会
議
等

 31  31  31 



 32  32  32 



令和6年（2024年）２月現在

地域 開催状況
学習支援
実施有無

みんなの食堂 週１回、食堂形式で開催（学習支援利用者が対象）

子ども食堂 月１回、食堂形式で開催

2 山田・千里丘
①月１回、食材配布
②週１回、小学生対象の居場所事業
③週１回、小学校での朝食提供

3 山田・千里丘 月１回、食堂形式で開催

4 千里山・佐井寺
①月１回、食堂形式で開催　食材配布も実施
②月２回、学習支援を実施

○

5 片山・岸部 てんどう子ども食堂
①月１回、弁当配布または食堂形式で実施（選択制）

②月２回、食材配布を実施
○

6 片山・岸部 子ども食堂ほんわか・カフェ
①月１回、弁当配布を実施
②月１回、食材配布を実施

7
豊津・江坂・南
吹田

月１回、遊びや学習の場として開放し、参加者に
お菓子や飲み物を提供

○

8
豊津・江坂・南
吹田

こども食堂はろはろワイキ 月１回、弁当配布（現地で食事） ○

9
豊津・江坂・南
吹田

子ども食堂あもるーむ 月１回、食堂形式で開催

10 JR以南地域
①月１回、食堂形式で開催　食材配布も実施
②週１回、学習支援を実施

○

11 JR以南地域
月１回、食堂形式で開催
遊びや学習支援、食材配布も実施

○

12 JR以南地域
①月１回、食堂形式で開催
　学習支援や食材配布も実施
②春休みと夏休みは別途学習支援も実施

○

13 JR以南地域 こども食堂ルンルン
月１回、食堂形式で開催
遊びや学習支援、食材配布も実施

○

子ども食堂わいわいワイキ

西山田こども居場所ネットワー
ク（略称こどもふらっと）

子ども食堂そんぽの家万博公園

千里山子ども食堂ぼのぼ～の

放課後Kids

ハッピー食堂あいのわ

こども食堂にこにこ

議案第29号参考資料
児童部子育て政策室

市が把握している子供食堂の実施状況一覧

子供食堂名称

1
千里ニュータウ
ン・万博・阪大

さたけん家 ○
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  子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
並
び
に
職
種
及
び
職
員
数
 

１
．
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
に
伴
う
組
織
改
正
に
つ
い
て
 

 

２
．
配
置
さ
れ
る
職
種
及
び
職
員
数
（
各
年
度

4
月
１
日
時
点
）
 

 
（
１
）
す
こ
や
か
親
子
室

 

 
正
規
職
員
 

会
計
年
度
任
用
職
員

 

総
計
 

 
保
健
師
 

管
理
 

栄
養
士
 

歯
科
 

衛
生
士

 
事
務
職
 

合
計
 

保
健
師

 

助
産
師

 

管
理
 

栄
養
士
 

歯
科
 

衛
生
士
 

公
認
 

心
理
士
 

保
育
士
 

事
務
職
 

合
計
 

令
和

5
年
度（

2
02
3
年
度
） 

2
7 

1
 

1
 

7
 

3
6 

3
 

2
 

3
 

2
 

1
 

6
 

1
7 

5
3 

令
和

6
年
度（

2
02
4
年
度
） 

2
8 

1
 

1
 

1
2 

4
2 

3
 

2
 

2
 

2
 

1
 

6
 

1
6 

5
8 

※
令
和

6
年
度
（
2
0
2
4
年
度
）
か
ら
統
括
支
援
員
の
配
置
に
よ
り
保
健
師

1
名
、
発
達
支
援
に
係
る
業
務
の
移
管
に
よ
り
事
務
職
を

5
名
、
計

6
名
を
増
員
し
ま
す
。

 

議
案
第

2
9
号
参
考
資
料

 

児
童
部
 
 
 
子
育
て
政
策
室
、
家
庭
児
童
相
談
室
、
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
 

健
康
医
療
部

 
母
子
保
健
課

 

（
１
）
 

（
単
位
：
人
）
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（
２
）
家
庭
児
童
相
談
室
 

※
令
和

6
年
度
（
2
0
2
4
年
度
）
か
ら
正
規
職
員
を
心
理
職
１
名
、
相
談
員

4
名
、
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
担
当
１
名
の
計

6
名
増
員
し
ま
す
。
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
相
談
員
を

4
名
増
員
し
、
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
１
名
配
置
し
ま
す
。

 

 
（
３
）
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
 

       

       

※
現
行
の
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
、
杉
の
子
学
園
、
わ
か
た
け
園
の
３
課
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
令
和

6
年
度
（

2
0
2
4
年
度
）
か
ら
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に

統
合
し
ま
す
。
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
心
理
士
１
名
、
作
業
療
法
士
１
名
、
言
語
聴
覚
士

1
名
の
計

3
名
増
員
し
ま
す
。
 

 

正
規
職
員
 

会
計
年
度
任
用
職
員

 

総
計
 

相
談
員

(
資
格
要
件
) 

事
務
職
、

事
業
担
当

 
合
計
 

相
談
員
(
資
格
要
件

) 
事
務
職
、

事
業
担
当
 

合
計

 
社
会
福

祉
士
等
 

公
認
心
理

士
等
 

保
健
師
 

保
育
士
 

そ
の
他
 

相
談
員
 

社
会
福

祉
士
 

公
認
心
理

士
等
 

保
健
師

 

等
 

保
育
士
 

そ
の
他
 

相
談
員
 

令
和

5
年
度
（

20
23

年
度
）
 

3
 

1
 

4
 

１
 

4
 

2
 

1
5 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
 

2
 

1
7 

令
和

6
年
度
（

20
24

年
度
）
 

1
8 

3
 

2
1 

4
 

3
 

7
 

2
8 

 
正
規
職
員

 

専
門
職
 

事
務 職
 

合
計
 

 
心
理
士
 

作
業
 

療
法
士
 

言
語
 

聴
覚
士
 

理
学
 

療
法
士
 

保
育
士
 

生
活
 

指
導
員
 

看
護
師
 

栄
養
士
 

用
務
員

 

令
和

5
年
度
（

20
23

年
度
）
 

6
 

2
 

2
 

3
 

3
2 

6
 

3
 

1
 

3
 

4
 

6
2 

令
和

6
年
度
（

20
24

年
度
）
 

6
 

2
 

2
 

3
 

3
2 

6
 

3
 

1
 

3
 

4
 

6
2 

 
会
計
年
度
任
用
職
員

 

総
計
 

専
門
職
 

事
務
 

補
助
 

合
計
 

 
心
理
士
 

作
業
 

療
法
士
 

言
語
 

聴
覚
士
 

理
学
 

療
法
士
 

保
育
士
 

保
育
 

補
助
 

看
護
師
 

医
ケ
ア
 

看
護
師
 

用
務
員

 

令
和

5
年
度
（

20
23

年
度
）
 

8
 

4
 

3
 

1
 

2
9 

4
 

1
 

2
 

3
 

2
 

5
7 

1
1
9 

令
和

6
年
度
（

20
24

年
度
）
 

9
 

5
 

4
 

1
 

2
9 

4
 

1
 

2
 

3
 

2
 

6
0 

1
2
2 

（
２
）
 

（
単
位
：
人
）
 

（
単
位
：
人
）
 

（
単
位
：
人
）
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児
童
部
　保
育
幼
稚
園
室

現
行

令
和
６
年
度

（
2
0
2
4
年
度
）
予
定

現
行

令
和
６
年
度

（
2
0
2
4
年
度
）
予
定

現
行

令
和
６
年
度

（
2
0
2
4
年
度
）
予
定

吹
田
市

3
0
：1

2
5
：1
※

3
0
：1

2
5
：1
※

3
0
：1

2
5
：1
※

豊
中
市

-
-

3
0
：1

検
討
中

-
-

池
田
市

3
0
：1

検
討
中

3
0
：1

検
討
中

3
0
：1

検
討
中

高
槻
市

3
0
：1

検
討
中

3
0
：1

検
討
中

-
-

茨
木
市

3
0
：1

2
5
：1

-
-

3
0
：1

検
討
中

箕
面
市

3
0
：1

検
討
中

3
0
：1

検
討
中

-
-

摂
津
市

-
-

3
0
：1

検
討
中

-
-

議
案
第
2
9
号
参
考
資
料

公
立
園
に
お
け
る
４
・5
歳
児
の
職
員
配
置
基
準
見
直
し
予
定
（
北
摂
各
市
）

※
4
歳
児
に
つ
い
て
は
、令
和
６
年
度
（
2
0
2
4
年
度
）
か
ら
配
置
基
準
の
見
直
し
を
予
定
。

　　
5
歳
児
に
つ
い
て
は
、令
和
７
年
度
（
2
0
2
5
年
度
）
か
ら
配
置
基
準
の
見
直
し
を
予
定
。

保
育
所

自
治
体
名

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
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議案第２９号参考資料 

福祉部障がい福祉室 

 

 

吹田市地域生活支援事業実施規則の一部改正の骨子案に係る 

パブリックコメントで提出された全ての意見 

 

 

NO. 提出意見 

１  支給に際し身体状況は重度訪問介護支給者だけではなく、支援区分４以上

にするなど支給対象者の枠を実態に合わせ支給できるようにする必要があ

る。 

２  本事業の対象者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受け

ている 18歳以上の方を予定していますとなっているが、区分６の重度障害者

であっても居宅介護決定で重度訪問介護決定となっていないケースがよくあ

る。就労なら重訪へ切り替え、居宅も重訪へとなると居宅を受けてくれない事

業所がある場合がある。このような場合事業所にペナルティを加えるのか？

そうならないように支給決定は区分５以上の障がい者とするべきである。 

３ １.対象者が重度障害者等としており対象者を重度訪問介護・同行援護・行動

援護の利用者としているが、吹田市では対象者の幅を広げるため支援区分５

以上の障害者としてもらいたい。（障害者雇用納付金制度に基づく助成金は障

害者であることでサービスを対象としていない） 

２.対象者は単なる見守りとならない障害者であるため、就労中等での中抜き

を検討しないでいただきたい。 

３.重度障害者等が自営業者等として働く場合等で、自治体が必要と認めた場

合の支援は積極的に行っていただきたい。 

４ １.対象者が重度障害者等としており対象者を重度訪問介護・同行援護・行動

援護の利用者としているが、吹田市では対象者の幅を広げるため支援区分５

以上の障害者としてもらいたい。 

２.対象者は単なる見守りとならない障害者であるため、就労中等での中抜き

を検討しないでいただきたい。 

３.重度障害者等が自営業者等として働く場合等で、自治体が必要と認めた場

合の支援は積極的に行っていただきたい。障がい者が企業の代表者であって

も重度障がい者なら支援は必要である。 
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５ 本事業の対象者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受け

ている 18歳以上の方を予定していますとなっているが、区分６の重度障害者

の居宅介護決定であって重度訪問介護決定となっていないケースがよくあ

る。就労支援を希望するなら重度訪問へ切り替えなければならず、居宅介護か

ら重度訪問へとなるとサービスを受けてくれない（断られる）事業所がある場

合がある。 

 このような場合、事業所にペナルティを加えるのか？そうならないように

重度障害者等就労支援特別事業での支給決定は区分５以上の障がい者とする

べきである。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は障害者であることであ

って、サービス内容での対象者を限定していない。 

６ 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている 18歳以上の方

のみを事業の対象に予定していますが、職場で介助支援を受けたら働ける重

度障害者は沢山いると思います。障害者雇用促進法でも合理的配慮は義務に

なっています。職場環境が整備されても、自分で移動、トイレ、食事等が出来

なかったら働くことは出来ません。福祉サービスや支援区分で限定せずに、働

く意欲のある障害者には、適正に判断して柔軟に対応するべきです。 

７  この改正案だけでなく、移動支援の対象者に渋谷区などのように「視覚・聴

覚障がいがあり、一人での移動が困難な方」として、吹田市も移動支援対象者

に聴覚障害者も含むべきである。 

８  吹田市でも手話言語等意思疎通支援条例が制定され、聴覚障がい者や重度

障がい者へのコミュニケーションの場が広がります。それに伴い、現状の制度

では聴覚障がい者は移動支援サービスが対象となっていません。 

１.聴覚障がい者へ移動支援サービスを対象とする。 

２.手話通訳者へガイドヘルパーとしての資格を与える。 

３.手話通訳者の移動支援資格制度を新設・制定する。 

９  移動支援に関しては、身体ありの者は行動援護相当、身体無しの者は重度訪

問介護６相当の報酬改定が必要である。 

 何故ならば事業所が移動支援を取りたがらない。報酬が低い為人材が増え

ない。移動支援で外出したい利用者が、移動支援を拒否する事業所が増えてい

る為移動の自由が剥奪されている実態がある。 

 通学支援に関しても７年前の通学支援プロジェクトの引き継ぎができてい

ないので、今でも保護者送迎や高野台小センター校での１、２時限目の授業が

受けれない等の問題が解決されていない。 
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10  居宅介護や移動支援などではヘルパーの確保が大変厳しくなっており、新

規の利用を断らざるを得ない事業所やヘルパーの高齢化により、これまでの

サービス提供も難しくなってきています。 

 制度が追加されてもヘルパーが確保されなければ利用することが出来ませ

ん。 

 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動支援、重度障害者等就

労支援特別事業すべてにおいて喫緊の課題となっているヘルパー確保に対す

る対策を速やかに講じて下さい。 

 ヘルパーの不足は、産業別平均賃金よりも低い介護職員よりさらに低い水

準の賃金も要因と考えられます。実働時間しか賃金が発生しない登録ヘルパ

ーでは生活できません。 

 国の制度や報酬水準の抜本的な改善が求められるところですが、例えば正

規・常勤でヘルパーを雇用する事業所に対する人件費補助の実施など緊急的

な対策を行って下さい。 

11  障害者支援の働き手の確保。働き手がいないため現在も働いている職員で

まわしている状態。仕事の負担が多く、思うように休みも取れない。給料も低

いため結果離職者が増える。人員を確保できるよう全面強力をお願いしたい

です。 

12  居宅介護での人員基準で支援資格が無く管理者となっている（障がい当事

者）場合、サービスに入らないと直接支援の扱いとされていない為、利用者の

宅に行き担当者会議に参加したり訪問介護計画を作成したり、利用者の生活

や支援の相談をする業務であり利用者への支援として直接支援担当の業務を

担っている。 

 しかし、現状ではこの管理者業務を行なっていても相談支援として開業で

きないのはおかしな制度設計となっている。管理者は支援資格を持っていて

も支援に入る事は極力管理業務を進められ支援０勤務の指導をされる。この

やり方で業務を行なった場合、相談員として３年間の直接業務が出来ないの

で相談員となれない。これは職業の幅を狭めるとともにこれだけ相談員が不

足している現在、人手不足の妨げとなっているのは確かである。 

 また、障がい福祉年金が廃止されたが廃止前提で立てられた計画だったの

か？それならば、サービスの更なる充実の為の事業が明らかにされていなけ

ればならない。新事業を市民に求めるならば当事者にどんなサービスを必要

としているのかを聞くべきである。 
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自治体名 式典名 開催形式 出席者数 備考

吹田市 吹田市戦没者追悼献花式 献花 106人 代理献花127人

豊中市
豊中市戦没者並びに空爆犠牲者追
悼式

式典 86人

高槻市 高槻市戦没者追悼式 式典 65人

枚方市 枚方市追悼式 式典 137人

八尾市 八尾市戦没者追悼式 式典 56人

寝屋川市 寝屋川市戦没者追悼式 式典 100人

東大阪市 東大阪市戦没者追悼のつどい 式典
不明

（100人弱）
主催は東大阪市
遺族会

池田市 池田市戦没者追悼式 式典 54人

茨木市 茨木市戦没者追悼式 式典 85人

摂津市 摂津市戦没者追悼式 式典 21人

箕面市 箕面市戦没者追悼式 式典 205人

令和5年度（2023年度）戦没者追悼式の実施状況

議案第２９号参考資料
福祉部生活福祉室
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議
案
第
２
９
号
参
考
資
料

福
祉
部
障
が
い
福
祉
室

障
害
者
福
祉
年
金
等
支
給
事
業
の
廃
止
財
源
活
用
事
業
一
覧

(
単

位
：

千
円

)

拡
充
額

一
般
財
源

1
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
人
材
確
保
支
援

2
,3
7
8

1
,6
3
2

2
人
材
確
保
支
援
事
業
の
実
施

〇
人
材
確
保
に
係
る
個
別
相
談
、
オ
ン
ラ

イ
ン
研
修
実
施
。
【
新
規
】

1
,4
9
3

7
4
7

障
が

い
福

祉
室

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

人
材

確
保

・
養

成
事

業

3

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
従
業
者
の
資

格
取
得
支
援
事
業
補
助
金
の
拡
充

〇
補
助
単
価
の
見
直
し
、
介
護
福
祉
士
実

務
者
研
修
を
メ
ニ
ュ
ー
に
追
加
。

〇
雇
用
予
定
者
を
対
象
者
に
追
加
。

8
8
5

8
8
5

障
が

い
福

祉
室

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

人
材

確
保

・
養

成
事

業

4
重
度
障
が
い
者
（
児
）
等
の
支
援
強
化

9
7
,5
0
6

7
9
,0
5
5

5

タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
の
拡
充

〇
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
ク
ー
ポ
ン
券
を

配
布
。
年
４
８
枚
。
【
新
規
】

〇
既
存
の
タ
ク
シ
ー
ク
ー
ポ
ン
券
を
年
４

８
枚
か
ら
６
０
枚
に
増
や
し
、
１
回
の
使
用
枚
数
を

２
枚
ま
で
に
拡
充
。

4
7
,9
0
4

4
7
,9
0
4

障
が

い
福

祉
室

重
度

障
害

者
支

援
事

業

6
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
等
導

入
に
対
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
へ
の
補
助

〇
車
椅
子
対
応
車
の
購
入
に
対
し
て
補
助

。
【
新
規
】

6
,9
0
0

6
,9
0
0

総
務

交
通

室
公

共
交

通
施

設
等

対
策

事
業

7
重
度
障
害
者
等
就
労
支
援
特
別
事
業
の
実

施
〇
重
度
障
害
者
の
就
労
支
援
と
し
て
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
に
対
す
る
給
付
を
実
施
。
【
新
規
】

3
4
,9
5
5

1
6
,6
0
4

障
が

い
福

祉
室

障
害

者
社

会
参

加
促

進
事

業

8

障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
補
助
の
入
居
率

要
件
の
緩
和
及
び
重
度
障
が
い
者
受
入
補
助
の
創
設

等 〇
入
居
率
要
件
を
市
民
1
0
/
1
0
か
ら
6
/
1
0
に
緩
和
。

〇
重
度
障
が
い
者
受
入
れ
の
た
め
の
整
備

費
補
助
。
【
新
規
】

〇
開
始
前
家
賃
を
１
か
月
前
か
ら
２
か
月

前
に
拡
充
。

7
,5
4
7

7
,5
4
7

障
が

い
福

祉
室

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

事
業

者
支

援
事

業

9
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
の
拡
充

〇
医
療
的
ケ
ア
児
の
災
害
対
策
や
個
別
性

に
応
じ
て
必
要
な
備
品
に
つ
い
て
補
助
を
実
施
。

2
0
0

1
0
0

保
育

幼
稚

園
室

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

運
営

助
成

事
業

10
2
9
,2
2
6

2
9
,2
2
6

11
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体
制
強

化
〇
相
談
量
の
多
い
障
が
い
者
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
の
人
件
費
等
を
増
額
。

2
9
,2
2
6

2
9
,2
2
6

障
が

い
福

祉
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成
年
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見
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用
支
援
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業
に
お
け
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補
助
対
象
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充

〇
対
象
を
医
療
、
福
祉
、
介
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、
法
律
、

行
政
関
係
の
専
門
職
の
有
資
格
者
に
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充
。

4
5
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2
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援
事
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月

支
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)
1
1
1
,
2
2
1
千
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、
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支
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)
1
1
2
,
5
4
8
千

円

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額

所
管

相
談
支
援
体
制
の
強
化
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議案第 29 号参考資料 

健康医療部地域保健課 

 

第２次吹田市自殺対策計画（素案）に係るパブリックコメントで提出された意見 

 

１ 意見提出件数 

５件（３通） 

 

２ 提出意見  以下のとおり（提出順） 

No. 提出意見 

１ 

記入例のような具体的な案は出ないが昨年頻回に起きている電車飛込事故が増えていると

思える。 

現在、労働者の自殺予防をさらに推進する為に、労働者の見えざる訴えもできない状態の

問題であるメンタルヘルス対策を推進してほしいと願う。 

２ 計画（素案）以外の意見 

３ 

１ページまたは 35ページ 

自殺対策の根本として、なぜ自殺してはいけないのかについての記載が見当たらなかった

ので、記載してはどうでしょうか。 

４ 
16ページの吹田市男女別・年代別自殺死亡率によると、勤労世代の男性が一番多いように

思いますので、33ページ以降の重点対策でも優先度を高くしてはいかがでしょうか。 

５ 
34ページに、女性への支援が挙げられていますが、男性の占める割合は約６割強というこ

とですので、男性への支援も挙げたほうが良いのではないでしょうか。 
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議案第 29 号参考資料 

健康医療部地域保健課 

 

吹田市感染症予防計画（案）に係るパブリックコメントで提出された意見 

 

１ 意見提出件数 

96件（43通） 

 

２ 提出意見  以下のとおり（提出順） 

No. 提出意見 

１ Ｐ４、７行目「10 年法律第 104号」は「法律第 114号」ではないか？ 

２ Ｐ５、図１の下の囲みの中「指針等を即して」は「指針等に即して」ではないか？ 

３ 
Ｐ５、図１の中「大阪府医療計画」のフォントについて、ほかの文字とフォントをそろえ

たほうがいいのではないか。 

４ 
Ｐ６、７行目(３)人権の尊重について、ここに記載するのが適当かどうかわからないが、

個人情報の保護についての記載は必要ないか。 

５ 

Ｐ10、５行目(２)予防接種について、ここでいう予防接種は、「健康被害の救済」も含め、

定期接種、任意接種いずれも含むという意味か。（たとえば任意接種の健康被害の救済に

ついては法外の対応となり、市は現在のところ関与していないが、今後は任意接種も含め

て関与していくことになるのか。） 

６ 

新型コロナでの経験は、様々な教訓があったと思います。 

病床ひっ迫により自宅や福祉施設に多数の患者が放置されたこと、本来、患者の療養場所

ではない福祉施設で多数の感染者への対応を迫られ、クラスターの発生、職員にも感染が

拡がる中で不眠不休の対応が行われたこと。保健所もパンクしたことから対応範囲が縮小

され、さらに福祉施設の自己判断・対応が拡大したことなど、実態から導き出すべき教訓

は多数あったかと思います。 

平時から公衆衛生部門の体制充実や病床確保が必要であることは明らかであり、福祉施設

においても緊急時に対応できる余裕のある職員配置などが必要です。 

計画（案）では、施設内感染の防止しか触れられていません。もちろん感染防止も重要で

すが、認知症や障がいのある利用者が集団生活している施設での感染防止には限界があり

ます。 

やはり感染症が発生した場合に放置されることのないよう医療体制や公衆衛生部門の充実

が必要であり、その上で施設でも可能な範囲について臨時的に対応する、その際には公的

な支援がきちんと行われる仕組みが必要ではないでしょうか。 

大阪府の計画に即するだけでなく、保健所設置市として新型コロナの教訓から住民の生命

や健康を守るための計画を策定して下さい。 

感染法上５類に移行しても新型コロナは終息しておらず、５月以降も施設では感染した利

用者への対応が続いています。 

公的な支援や対応が縮小していくもとで、さらに施設まかせになろうとしています。法的

な位置付けに関わらず、公的な支援や対応については実態や現状・必要性に応じて積極的
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No. 提出意見 

に実施して下さい。 

７ 

吹田市感染症予防計画（案）に対する意見募集について病院内でのマスク強制をされまし

たが、マスクで感染予防をするのでしょうか? マスクで息ができなく苦しいと訴える方の

人権は無視ですか？ ワクチン接種率の低い国では、コロナは流行らなかったそうです

ね！日本は世界一の接種率にマスク率高かった！のに、何故！？亡くなる方や体調崩す方

が多いのでしょう？ワクチンやマスク効果ないのでは…？ワクチン後に亡くなられた若い

方々もいると地方ニュースがとりあげていますよ。家族の見舞いで行った病院内で「免疫

弱い方に移してはいけないのでマスクお願いします！」と看護師から言われました。健康

な方からも伝染するのであれば、一生マスクしないといけないのですか? 感染予防に本当

になるなら、とっくに収まってないといけないのでは…？新鮮な空氣を吸う権利を奪わな

いでください。 

８ 

１．感染症予防のためこれまでに行われた一つ一つの対策でどのような効果、結果が出た

のか、悪影響があったのかをまず明らかにすること。結果を示せない対策は今後行わない

よう改めることを求めます。 

９ 

２．一部の専門家の意見や実験室データのような科学的根拠の乏しい対策を今後も実施す

ることがないよう改めることを求めます。インフルエンザに対するマスク着用の感染予防

効果を確かめるもっとも科学的根拠のある研究（RCTのメタアナリシス）ではマスク着用に

よる感染予防効果はないとされています。ロックダウンのような社会の隔離にも感染症予

防の科学的根拠はありません。 

10 

３．検査前確率の低い無症状者へも行う検査は多くの擬陽性結果を生み出し社会を混乱に

陥れた可能性を反省し、検査は感染症蔓延時と判断される場合であっても有症状者のみに

限定するよう改めることを求めます。それが必要な方への医療提供を守ることにもつなが

ります。 

11 

４．マスクをはじめとした感染対策は、無症状者までも含めた全員に対策を求めたことで

社会を混乱に陥れました。特に大切な今の時間を生き成長し続けている子供達、若者から

大切な経験、時間を奪わないよう改めることを求めます。 

12 

５．緊急事態での社会への対策を準備するのであれば、症状があるかどうかにまず重点を

置き、症状がある場合には、仕事や学校などの休みを取ることができ、それを補填するこ

とができる仕組みの準備を広く一般企業や学校にも求めること 

13 

６．高齢者施設などではこれまでにも存在するインフルエンザをはじめとしたあらゆる感

染症が命に関わる引き金となることがありますが、もしも必要な方に対策を行うとしても、

人権を尊重し、健康とは身体的、精神的、社会的に健康であることを前提として対策を抜

本的に改めることを求めます。 

14 

７．今後は緊急事態の名の下に根拠の乏しいワクチンなどの薬剤の緊急使用をすることの

ないようにすること、もし政府の対策の一つとして取り入れられたとしても、問題点や不

明点も含め広く市民に対し開示するよう改めることを求めます。 

15 

８．吹田市でも「新型コロナウイルス感染症に関連する人権の尊重」として掲げておられ

る通り、ワクチン接種は強制ではなく、接種していない人に対して、接種の強制や差別、

不利益な取り扱いを行うことのないよう努め、市民を守ることを今後の対策にあっても継
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No. 提出意見 

続されることを求めます。 

16 

第１章２(２) 

感染症に関する知識の普及啓発を促進するとともに正しい知識の普及啓発を云々と正しい

をつけ加える。 

17 

過剰なコロナ対策により、子供たちの心身の発育が遅れていると感じています。 

また過剰なワクチン推奨により、老若男女問わず、体調不良者が非常に増えています。 

救急車も鳴り止みません。 

マイクロプラスティックが問題と言いながら、ケミカルな素材を使って作られるスカスカ

なマスクで感染防止といい、布のマスクで恐怖の病が防げるとは本末転倒です。 

飲食店の営業停止、時短営業などにより、経済活動も滞っています。 

何より衛生的でないアクリル板で、恐怖の感染症が防げますか？ 

上から落ちてきた提案に疑問も持たず、事なかれ主義で役所仕事をしている罪深さを反省

して下さい。 

このままでは日本は拒否権のない国になります。 

主権は国民だったはずなのに、権力の暴走を防ぐための憲法だったはずなのに、真逆の方

向に進んでいるとしか思えません。 

子供達を産んで育てていきたいと思う明るい日本になるよう吹田市の方々も考えて頂きた

い。 

18 

コロナ感染症対策として、マスクを着用させられました。しかしながら、一向に収まる気

配がなく、息苦しさと暑さという苦痛を味わっただけでした。今回、法改正させられたら

強制的にさせられてしまいます。ですので、無意味なことをさせられることは断固反対で

す。 

19 
新たな感染症対策において下記の事柄に注意を払っていただきたい。 

・薬やワクチンの否定的な情報を積極的に開示すること。 

20 ・薬害にあった場合の補償、補償を受けるための方法の説明。 

21 ・接種が任意である場合は、任意であることをきちんと説明する。 

22 計画（案）以外の意見 

23 ・マスク着用について否定的な研究が多数あること。 

24 １、致死率の高い感染症と一般でいう風邪とは別と思う。感染症の定義をどうするのか。 

25 

２、まずはここ数年の感染対策をしてきた評価を行ってから計画を立てたほうがよいと思

う。 

コロナ禍前は、病院ではマスクのつけっぱなしは不潔とされていた常識も、今は曖昧なも

のになっていて、日常生活でも沢山の矛盾を感じます。 

子供は免疫機能の獲得をしていく段階にあるのに、現状の感染対策は適切であるのか…ま

た高齢者に積極的に体を動かす日常と人混みになるべく行かない日常のどちらが感染対策

として有効なのかなど、議論を活発に行う必要があると思います。 

26 

『行政の市民生活への介入は最小限に』が基本です。また、行政の介入が良い結果をもた

らすとは限らず、逆効果となることもあります。今回のコロナ騒動も行政の介入が招いた

人災と言えます。つまり、風邪の一種の新型コロナを感染法上の２類相当・結核並みに扱
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うことによって、医療への迅速なアクセスが制限され、入院できる病院もごく少数に限定

された為、必然的に医療逼迫の事態が生じ大騒動となりました。従来通り発症者が直ぐに

近医に行って重症化を防げば、何の問題も無かったのです。２類相当・結核と言えば、か

つては年間何万人もの若者が死亡した病気です。コロナがそんな脅威でないのは最初から

明らかでした。それを政府・厚労省が介入して結核並みに扱い脅威と喧伝した為、一人で

も陽性者が出たら甲子園出場辞退とか 80%の産婦人科では陽性者は帝王切開とか、ありとあ

らゆる過剰反応で社会が狂ってしまいました。私が言いたいことは、先ず感染対策ありき、

ではなく本当に必要な感染対策かどうかを慎重に見極めてほしいということです。 

27 

過去のデータと比較にならないほど、コロナワクチン後遺症の被害者が多すぎます。 

当初からワクチン接種推奨する専門家しかテレビにでず、現在もワクチン接種後遺症の実

態などは広く周知されていないと考えます。 

まずは行政でワクチン接種後の被害の状況をデータにしてコロナ禍での対策が適切だった

のかを自治体ごとに検証してほしいです。 

特に、治験中のワクチンを子供にまで打たせる必要があったのか、未だに推奨している意

味がわかりません。 

28 
また、学校での黙食も未だにやっている学校もあると聞きます。調査して指導してほしい

です。 

29 

吹田市感染症予防計画（案）についてご意見致します。 

 

新型 コロナが流行りだしたのがちょうど４年前の 2020年の１月からです。 

そして 米国や米国などの薬剤メーカーから押し付けられるような形でワクチンを買わさ

れ接種開始をしたのが 2021年の１月からです。 

この間相当数の新型コロナワクチン接種後の健康被害が以下の通りあることに目を向け耳

を傾けていただき、同様にこの疑義に対して、具体的な対策を講じておられる、泉大津市

施策

(https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kenko/kenkodukuri/osirase/kennkoujyouho

u/1613381315573.html)等を参考にされたい。 

 

１、国(厚生労働省)が認定したワクチンによる健康被害の中で、死亡認定数を過去 44年間

で対比した所、新型コロナワクチン以外のワクチンによる死亡認定数は 151例に対して、

2021年１月以降３年間の新型コロナワクチンによる死亡認定数は 420例に上って下りま

す。単純に係数で対比すると、44倍以上の死亡認定を国が認めているというところです。 

もちろんこの 420例というのは、氷山の一角であり、認定をされるまでの様々な障壁が有

る事はご存知だと思います。 

 

２、厚生労働省人口動態調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html)では、月

毎の死亡者数を掲載しており、ここから 2020年１年間の死亡者数から、新型コロナワクチ

ンを接種した 2021 年 1月以降、丸３年間での超過死亡数を積算すると、45万人を上回ろう

としています。 
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参考として、広島 長崎での原爆の死者数は、22万人と言われており、その２倍以上の国民

が この３年間で余分に亡くなっている事実です。 

 

また世界の中で未だにこの新型コロナワクチンを接種し続けている国は、日本だけだとい

う事をご理解いただくと共に、英国会では大きな議論闘争になっております。 

上記内容は主に、情報統制の比較的低いＸ(旧 Twitter)にて真偽を確認願います。 

是非とも 市民のため国民の命や健康のために、上記のような真実に目を向け耳を傾け、国

政や府政だけに目を向けるのではない行政に邁進願いたくご意見申し上げます。 

30 

これまでの感染症予防対策の効果、悪影響等を明らかにして頂き、効果がなかった対策は

今後廃止願います。例えば、マスク着用には感染予防やロックダウン等の社会の隔離も科

学的根拠がないとされている上にマスクは社会を混乱に陥れ、若者の成長過程で精神的な

問題等も心配されます 

31 
感染予防時の検査について、混乱を避ける為、感染蔓延時であっても有症状者のみに限定

願います 

32 

吹田市でも「新型コロナウイルス感染症に関連する人権の尊重」を掲げておられる通り感

染対策が必要な場合も人権を尊重し、ワクチン接種は強制ではなく、接種していない人へ

の差別等をせず市民を守ることを第一にして下さい。今後、ＷＨＯの定めるパンデミック

となった場合も根拠の乏しいワクチンなどの薬剤の緊急使用をしないこと。もし政府とし

て使用する方針となった場合も、問題点等を含め広く市民に対し開示するように求めます。 

33 

国策でｍＲＮＡワクチン接種やマスク推奨など、自治体（吹田市）が推進した新型コロナ

感染症対策全般について、検証・評価されないまま、感染症予防計画を策定することに異

議を申し立てます。 

世界中で日本一国のみ、政府と地方自治体が７回目のｍＲＮＡワクチン接種を継続してお

ります。 

以下のデータが示すように、国策により自治体が接種を推進すればするほど、臨床試験目

途のロット別の死亡や重篤な副作用の被害が拡大しているこの国の厳しい現状についての

把握、また、推奨した自治体の責任として、市内の薬害調査・被害確認・相談窓口・迅速

な救済対策等は、実施されておりますか？（泉大津市参照） 

また、国際的に有害無益と立証されつつあるｍＲＮＡワクチン接種のみでなく、擬陽性が

生じるＰＣＲ検査方法、有効性のないマスク、過度なアルコール消毒、効果が疑われるソ

ーシャルディスタンスや飲食店の時短対策など、成果はありましたか？ 

「これら感染症対策の検証・反省なしに、次のパンデミックに備えた新たな計画案を策定

することには、断固反対いたします。」 

34 

３年以上に及ぶ日本政府と自治体の強力的な接種推奨政策により、多くの人命が失われま

した。現在も進行中です。今なお、膨大な救済申請数に国の認定が追いつかず、多くの市

民が重篤な薬害の症状により、生活や仕事に支障を抱えながら日々苦しまれております。

併せまして、「日本政府及び吹田市には、過去にない甚大な薬害を拡大させているｍＲＮ

Ａワクチンにつきまして、接種（推奨）の即時中止を求めます。」以下、厚生労働省発表

のｍＲＮＡワクチン（新型コロナ）に関する最新データです。
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https://twitter.com/JINKOUZOUKA_jp/status/1748355547366322287/photo/1https://twi

tter.com/JINKOUZOUKA_jp/status/1748355547366322287/photo/2https://twitter.com/JI

NKOUZOUKA_jp/status/1748355547366322287/photo/3https://twitter.com/JINKOUZOUKA_j

p/status/1748355547366322287/photo/4 

35 

まず、新型コロナに対する感染症予防対策が本当に効果があったのかを振り返ってほしい。 

特に子どもへのマスクの強制、黙食の強制は成長期の心の発達に著しく問題があったと考

えています。 

現時点でもマスクを外せなくなってしまった子どもがたくさんいます。 

人権という意味でも強制されることのないようにしていただきたい。 

36 

また、ワクチンについても同様に効果があったのかを再検証してほしい。これだけワクチ

ンを打ってコロナが蔓延している状況では、効果がなかったことは明らかです。逆に副反

応で多数の死者が出ていることの重みを考えてほしい。今後もワクチンについても、接種

の自由、デメリットについてもきちんと市民に伝えて行ってほしい。 

37 

またコロナ禍に発熱患者の受診拒否は酷かったです。コロナ以外の発熱者も診てもらうこ

とができず、症状が悪化してしまうことも多々ありました。病院の存在意義について見直

してほしい。 

38 
正しい医療は何をもって正しい医療というのか？未病が大切であり、自己免疫力を上げる

事に力を注ぐべきと考えます。 

39 

国、都道府県に於ける明確な実態把握とこれまでの対応策の振り返り無くして、新たな対

策などあり得ない。 

市として、制約なき振り返り及び国、府への実態調査実績の公開を求めるべきだと考える。 

40 

コロナはなくならない現状は続いています。株によっては感染力も違い命に関わります。

医療現場の仕事だけでなく福祉現場の仕事の感染リスクは極めて高いため、自分の身を守

り相手の身を守るためにも、防護服など感染予防に必要なグッズを必要なだけ無償で寄付

願いたい。 

41 

第２章 

１（３）感染予防のため各団体（学校を含む）との連携について 

学校における感染予防について、各家庭により考えが異なるため、学校も対応に苦慮され

てきたと思います。ただ、対応方法を学校の判断に委ねると、保護者からの批判を恐れて

過剰な感染予防（行事の中止、黙食の指導など）を行いがちになるのではないでしょうか。

一生に一度しかない節目ごとの行事や友人との交流の機会を奪ってしまうことは、子供達

の健全な育ちに与える悪影響が大きいことを改めて認識してほしい。今回のコロナ禍で学

校現場の感染予防は「安全第一」とゼロリスクを追求しすぎた傾向があったのではないで

しょうか。これからも過剰な感染予防策により子どもが犠牲を強いられることがないよう

各学校への通知を市が随時行っていってほしいです。 

42 

10（１）学校における感染症やワクチンについて正しい知識の普及製薬会社の協賛で作ら

れたワクチンに関する書籍（ｍ－ＲＮＡのひみつ）を学校図書館や児童館に配置すること

には慎重になってほしいです。命や健康に関する重要な事柄であるため、子供たちが正し

い知識を持てるよう教育機関として細心の注意をお願いしたいし、市としても責任を持っ
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てほしいです。 

43 

この４年間、感染対策は全く必要ありませんでした。 

データは 2020年の最初からインフルエンザ以下だったからです。 

早急にそれを発表する義務が市議にはあります。 

元々ＰＣＲ検査陽性は感染ではありません。 

コロナ死者数の死因は全てがコロナ死ではありませんでした。(２%ほどのみがコロナ死で

あり、コロナ(風邪)でなくなるのは高齢者には例年の普通のことです。)  

あのような馬鹿げた感染対策は２度としないでください。 

人権の剥奪、全体主義でしかなく、医療による支配です。 

私たち家族は完全未接種、４年間どこでもノーマスクでずっと問題もありません。 

周りの人々も同様です。90代の御家族たちまで、2020年５月から未接種ノーマスクで毎週

人にも会い続けていてずっと健康です。 

ワクチン後遺症、接種死亡者についてもちゃんと発表して頂きたいです。 

子供達に申し訳ないです。 

このワクチンを打たせることは命を奪うことです。 

これが世界の医療業界スポンサー、世界経済フォーラムにより仕組まれたことであること

を勉強してください。次は気候変動、食料などでも仕掛けられるでしょう。 

ヨーロッパを観察し、同じことを起こされるので騙されないようにしてください。市民を

守れるのは今は国ではなく市議です。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

44 

Ｐ９ (３) 感染症の定義に基づいた正確な情報の公表が必要。定義がない不安を煽る一辺

倒な報道が多い。 

（３）報道機関に協力を求めることは必要であるが、報道があまりにも偏りすぎている。

また不安・恐怖を煽るものが多い。 

45 

人権に関し 

・ワクチン接種の有無、マスク着用の有無に関し、マイノリティな人々は人権が無視され

た３年間であった。そして新型コロナウイルスが感染症５類に分類された今現在も、その

空気は継続している。最小単位の市町村の動きが、日本国を動かすので、市民・国民を守

ってほしい。 

46 

Ｐ10予防接種についてまず、ワクチンを予防接種ということが間違えている。「ワクチン

に対する正しい知識」→市民に広めて下さい。事実を公表し、メリット、デメリットを記

載して下さい。それによる不利益をなくして下さい。 

47 

今後どのような感染症が流行したとしても、マスクやワクチン等を強制することがあって

はいけないと思います。 

最終的な判断は個人に委ねるべきです。 

48 

市が優先してやるべき事は、病気になりにくい健康な心身となるような取り組みです。 

具体的には、 

・農薬の使用や、遺伝子操作されていない食生活の推進 

・農家さんへの助成 

 54  54  54 



（8） 

No. 提出意見 

・免疫力を上げる生活週間の指導等です。 

よろしくお願いします。 

49 

１．コロナ禍の感染防止対策が有効だったか、検証を求めます。 

マスクの実質強制着用、学校の休校措置、小学校ドアの毎日のアルコール消毒、教職員の

マスク、音楽会中止、運動会の入れ替え制など、感染症予防という名の下、さまざまな制

約が子ども達に課せられました。 

それらは本当に必要だったのか、それらの対策により、子ども達は守られたのか、結果の

振り返りと検証を求めます。 

50 

２．予防接種の意義があったのか、検証を求めます。 

「１ 感染症の発生の予防のための施策」「（２） 予防接種 」では「予防接種は、感染源

対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受性対策

として重要である。」と記載されています。 

「重要である」と記載するのであれば、まずは新型コロナワクチンを接種することで予防

効果があったのか、検証をしてください。新型コロナの死亡率を鑑みた上で、ｍＲＮＡ方

のワクチンの未知のリスクを取る必要があったのか、また、９割、８割以上の人が接種し

たにもかかわらず、新型コロナ感染者（ＰＣＲ検査陽性を感染者とするのであれば）は減

りませんでした。 

予防が本当にできるのか、推測のみ、動物実験のみ、世界で日本だけというような予防接

種を推進するようなことはやめてください。 

51 

３．個々の人権、個々の判断が最優先とされる吹田市を作って下さい。予防計画では「２

感染症の予防の推進の基本的な方向 」に人権の尊重が挙げられていますが、計画には「（２） 

対人措置の実施 」「（３）対物措置の実施」が具体的に書かれています。かなり個人の行

動・自由を制限する内容です。これらの措置を行う判断の具体的な基準、ルールが示され

ていません。市長の判断で可能と読み取れます。施政者が個々の人権、行動を制限するこ

とをこんな簡単な記載で適用可能としているのは納得できません。拡充、改定、細分化を

求めます。 

52 

４．子どもの対応を具体的に記載して下さい。 

子どもは親の管理下となることを記載して下さい。 

「（２）対人措置の実施 」「オ 入院勧告」には未成年の子どもの場合の記載がありませ

ん。未成年の場合、親も一緒に過ごすことが心の安定にも大切な事と考えます。 

以上です。 

53 

感染対策、感染予防、検査方法について科学的根拠のないものを信用し人々に強要する世

の中の流れに乗るのではなく、他の国々の動向を役人は勉強すべきである。感染対策、感

染予防といって人々の自由や権利が奪われるという事に危機感を感じる。 

54 

ワクチンを接種するかどうかを市民が判断できるよう、ワクチンのメリット、デメリット

についてもっと分かりやすく教えてほしい。市のホームページで厚労省のページとリンク

する形で有効性や安全性について見られるようになっていますが、内容が詳細すぎて膨大

な情報の海に溺れてしまい、結局何も分からない感じがします。ワクチンは強制ではない

事、そしてデメリットもあるので、各自が慎重に判断する必要があることをページの下部
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ではなく上部にもっと分かりやすく記載してください。国の事業ですが、市への信頼感か

ら接種を決める人もいます。健康被害が出た場合、事前に市からきちんと知らせてもらえ

なかったと、市への不信や恨みを持ってしまう人もいると思います。 

55 

ワクチンの副反応が多く見られているにもかかわらず、接種を続けていられることに疑問

しかありません。市民の健康を担う責任を問います。メリットだけではなく、デメリット

もはっきりと示されることを願います。 

56 

第１章２(３)「特に、小児、青年期については健全な発達や精神の健康との両立を考慮し

た上で感染対策を講じる」といった意図を追加。 

理由:高齢者を中心とした感染対策を子供にまで適用した結果、子供の健全な生活が阻害さ

れたため。年齢に応じた適切な範囲での感染対策を行う必要があるため。 

57 

第２章１（２）ワクチンに関する正しい知識とは、有効性だけでなく安全性の情報をセッ

トで提供すること、長期安全性が確認されていない場合はその旨も説明することを追記す

る。また、年齢に応じたベネフィットとリスクを説明することを追記する。 

理由:ワクチンを推進するために安全性の情報提供をおろそかにするリスクがあるため。個

人の健康状態や年齢に応じで接種するか否かを自ら判断できるようにするため。 

58 

第２章 10（１）感染症の患者への差別だけでなく、ワクチン接種を希望しなかった人への

差別についても明記する。 

理由:ワクチン接種は個人の意志が尊重されるべきであり、個人の自己決定に対する差別は

人権の尊重に反する不当な行為であるため。コロナで公的な機関が堂々と差別を行なって

いたことを繰り返さないためにも明記すべきと考える。 

59 

全般にわたる意見です。「感染症に関する正しい知識」、「ワクチンに関する正しい知識」

を普及させることなどが示されていますが、この「正しい」の判断主体は市民であること

を明示してください。それぞれの市民また国民の、自由な研究や議論が適性を決めるべき

であり、つまり市議会での議論によるものであることを、明記していただきたいです。「国

が言ったから、医師会が言ったから」のような、権威からの判断を、市政の「免責特権」

のように根拠にされないためです。そのような市政は、別に言及されている項目である「個

人の自由、人権の尊重」と矛盾し、また科学の成果や発展を蔑ろにする危険があることを、

私は危惧します。そして全体主義的な市政運営になったり、ひいては社会全体が大きく間

違った歴史を歩むという危険があります。これは後世の吹田市民への大きな負の遺産とな

りかねません。「正しい」という語は危険です。政府などが用いているのに従って表記さ

れたものと理解はしておりますが、「正しい」という、既に断定を含んだ語を法的な文書

に使うときには、その与える影響について十分に考慮いただきたく思います。ちょっと回

りくどいですが、例えば「その時点で最適な」とか、「検証を経るか、速やかな検証作業

を同時に進める中で、適当と思われる」というような説明が必要かと思います。どうぞご

検討を、切に願います。 

60 

そもそも、あれほどの対策をするような感染症だったのかと疑問を持ちます。 

感染症よりも経済的な打撃の方が大きかったのではないでしょうか？ 

今回のことをきちんと検証していただいて、今後はこのようなことが無いように願います。 

61 まず、感染症危機とは何をもってそのように定められるのを明記していただきたい。 
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科学的なエビデンスに基づく対応、検証そして情報公開をする旨明記願いたい 

62 

［２ 感染症の予防の推進の基本的な方向 －（２）市民一人ひとりに対する感染症の予防

及び治療に重点を置いた対策］についてひとりひとりが感染症にかかりにくい体づくりを

することが、感染症の予防として有効だと考えます。従いまして、「感染症にかかりにく

い体づくりに関する情報発信」や「感染症予防につながる食育（大人向けおよび子ども向

け）」も計画に盛り込んでいただくと良いのではないかと思います。 

63 
病気にならない健康な身体をつくることに重点をおいた施策を行って頂きたいです。 

食事などの生活習慣の見直しなど。 

64 
ワクチンは必要ないです。 

イベルメクチンなどの薬があるので、それで対応しましょう。 

65 

１．ワクチンの有効性の総括が必要 まず吹田市としての今回のワクチン接種に関する総

括が必要である。現在、新型コロナワクチンの死亡認定が 420名。30 万人に一人と言われ

ているが、地域により 8000人に一人と言われている。吹田市の私の所属する自治会（300

世帯）でも私の知る限り 50代－60代の方が２名急死しており接種者であったことが分かっ

ている。吹田市のワクチン接種者数と、健康被害救済制度認定数、死亡認定数を市報吹田

にも掲載するべきである。 

66 

２．情報の非対称性をなくすこと、市から国への具申 

 河野太郎はなぜワクチンを奨励したかの国会での質問に、ＣＤＣがそのように言ったか

らと発言している。最近ＣＤＣは、ファイザーとモデルナのワクチンが心筋炎、心膜炎に

なる可能性を認めており、予防接種健康被害救済制度認定も 6000件近くにのぼっている。

これは当初警鐘されたワクチンの副反応被害が隠蔽され続け、それを知らずに接種した市

民が心筋炎、心膜炎でなくなったことを表すものだと思われる。国の法律に則って感染予

防計画をつくり実行することは地方自治の任務かもしれない。しかし今回のようにワクチ

ン接種をすすめることにより、健康被害が拡大していることから考えると任務を忠実に果

たすことで被害が拡大されたと思われる。 

今後は、市が国の方針を鵜呑みするのではなく、ワクチンの有効性について国に意見すべ

きものであったと考える。また市がワクチンを有効であると考えるならば、公聴会などを

開いて市民の意見に耳を傾けるべきであったと考える。 

 また市がワクチンの健康被害に関して確信を持っていても国には具申できない場合は、

副反応健康被害の情報を明らかにして、市民に両論併記し、情報の非対称性をなくして、

市民の自己判断に委ねることが必要と思われる。 

67 

３．感染対策の総括が今後の計画の根拠になるマスク、アクリル板、ＰＣＲ検査、ロック

ダウンなど行ったわけであるが、結果日本全体で超過死亡数十万人ともいわれているが効

果はなかったのでは？ 計画、実行、検証は市政に於いても必ずやるべきである。今回の

感染対策の総括が、感染予防計画、新型インフルエンザ等対策行動計画の根拠となるべき

ものなので、それらのないものは絵空事である。 

68 

新型コロナウイルス感染症騒動まったくバカバカしいものでした 

感染症対策に違和感しかありませんし、現在も続いているコロナワクチン接種はすみやか

に辞めるべきです。薬害問題になっており市民の命が奪われています。 
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69 

計画案は、「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ」という文から始まっています。

最も踏まえるべきは何でしょうか。新型コロナへの対応に関し、現行体制で適切だったこ

とが次にはできないリスクと、現行体制で誤ったことを再び誤るリスクとでは、後者が大

きいのは明らかです。新型コロナへの対応における誤りの総括を踏まえることが最重要で

す。 

また、感染症法の前文において、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不

全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重

く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である」と述べられ、条文の随所

に「人権」が記されています。 

それならば、新型コロナへの対応において人権の軽視や侵害に繋がった誤りの反省を活か

すことが重要です。 

その観点からいくつか意見を述べます。 

 

まず、新型コロナへの対応における根本的な誤りは、５類などの感染症法適用対象とした

ことです。SARS-CoV-２は，人工か否かという議論は置いて、新興ウイルスであり、流行当

初の被害がある程度大きかったかも知れませんが、特に日本においては微小でした。その

ような、従来のＨＣＯＶと大差ないウイルスへの感染を極度に恐れ、指定感染症、新型イ

ンフルエンザ等感染症の一類型としての新型コロナウイルス感染症など、２類相当あるい

は１類相当とも言われる扱いとし、人権を極度に制限してきました。そして法的には国民

の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがなくなれば自動的に普通の風邪と同様に無類

（感染症法適用外）になる仕組みであり、すでにその状態になっていたところ、政府は違

法行為と言える見て見ぬフリをし、法令改正により５類感染症に指定しました。つまり、

本来「風邪」であったものを、一旦、極端に特別な扱いとすることで、政府や国民が対策

を義務付けられる重大な感染症類型である５類への指定を、「引き下げ」と喧伝すること

であたかも「制限緩和」であるかのように擬装し、ワクチン、マスク、診療報酬上乗せ、

補助金などを恒久的に続ける法的根拠を確立しました。まさにハンセン病に関する過ちが

繰り返されました。このようなことを改めなければ，今後は「風邪」相当の病気はすべて

感染症法適用対象となってしまいます。今後の感染症対策において、人権を制限してまで

対策が必要な病気かを極めて慎重に検討することが求められます。 

 

これを踏まえ、具体的な修正案をいくつか提案します。 

１章、２において、「人権の尊重」が（３）に挙げられていますが、これを（１）とし、

「何よりも人権尊重を重視する」という姿勢を明確に打ち出すべきです。そしてそれに応

じ、全編において、住民に人権に関する不安を抱かせないような記述になっているか、再

度見直して頂きたく思います。 

70 

同じく１章、２の（２）の冒頭は「市は地域の状況も十分に考慮し」とするべきです。 

感染症の状況は極めて多くの要因の影響を受けます。また、市民の意識も他の地域と同じ

ではなく、地域の様々な社会的状況の影響も受けます。国の一律的な分析や判断を単にそ

のまま受け入れるのではなく、市内や府内の流行状況やそれを踏まえた地元の医師、専門
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家や議員などの意見も十分に聞き、施策の判断をすべきです。 

71 

２章、１、（３）、ウの末尾に、「なお、その際は特に医療関係の団体に対し、倫理観を

高く保ち行動するよう、市から積極的に働きかけることとする。」と加えて頂きたいと思

います。新型コロナへの対応では、例えば「発熱患者お断りと表明する内科医院」など、

職業倫理にもとる行為が多く行われました。そのようなことのないよう、働きかけるべき

と考えます。 

72 

２章、５、（１）に「実際に発生及びまん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる

事態となった場合は、国 や府の周知に基づき、その感染症の特性に合わせ、実際の状況に

応じた機動的な対応を行う」とありますが、これを「実際に発生及びまん延した感染症お

よびそれに対する対策が、事前の想定とは異なる事態となっていないかを、国や府の周知

を漫然と待つことなく迅速かつ適確に判断し、その感染症の特性や対策の効果やデメリッ

トを見極め、実際の状況に応じた機動的な対応を行う」とすることを提案します。 

73 

新型コロナへの対応では、冒頭に述べたようなウイルスの評価の誤りだけではなく、飛沫

感染ではなく空気感染が主であること、ユニバーサルマスクは必ずしも有効ではなく個人

にとってマスク着用は様々な害があること、 

74 

さらにはマスクが感染拡大を増長する可能性もあること、ワクチンの副反応が当初の想定

よりも遥かに多様で極めて重大であったことなど、時を経てから判明したことが非常に多

く、さらには、それらは誰も予想しなかったことではなく多くの医師や専門家が訴えてい

たのにそれを無視して、実際に被害が大きくなってから認めるという、取り返しの付かな

い誤りを犯してきました。その反省を活かさなければなりません。 

75 

また同じく２章、５について、「医療を提供する体制の確保」というタイトルでありなが

ら、他の項目にある、関係機関及び関係団体との連携」の項目がありません。予防のとこ

ろで述べたように、特に医療関係者の倫理意識が低いが故の医療崩壊などは全体に防がな

ければなりません。ここにも連携に関する項目を設け、上で述べたような、高い倫理意識

を持って対策に当たるよう、市が積極的に働きかけるべきことを記すべきです。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

76 

１、正しい知識や情報の収集に関して、国内の厚生労働省や医師や学者等だけでなく、海

外からも広く知識や情報を収集し、それら広く収集した知識や情報から総合的に正しさを

判断し、それを周知させることを加える。 

77 
２、患者、或いは患者等ではなく、患者とそれ以外の一般市民の個人の意思や人権の尊重

も明記する。 

78 

３、予防接種に伴う副反応や後遺症により、死亡、或いは社会復帰が不可能になる等の可

能性があり、万一それが起きた場合、行政の責任は重大であるので、本人の意思を最大限

に考慮し、予防接種を強制されないことを明記する。 

79 

４、市独自で、医療や検査等に従事可能な潜在的専門職（医師、保健師、助産師、看護師、

准看護師、臨床検査技師等）の市への登録を推進し、適宜研修を実施する等により、スキ

ルアップを図ることを加える。 

80 ５、世界情勢を考えると、今後、生物兵器によるテロの発生等も考えられるので、新たな
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強毒性感染症の発生も想定し、対策を立てることを明記する。 

以上 

81 

国はワクチン被害者の認定を行っているにもかかわらず、まだ、打ち続けている医療機関

がある事がおかしい定期的に今月のワクチンを打ってる数のメール医療機関に届いていま

す。いい加減に医師も気づかないとおかしいし、気づかないなら医師免許返上ですね。よ

ろしくお願いいたします。日本はワクチンの実験国になっています。いい加減にしてくだ

さい。早く住民に知らせてください。 

82 
子供へのマスク着用は、酸素不足になりがちで学習意欲の低下につながる事を保護者、教

員に伝えて欲しいです。 

83 

ワクチン接種はリスクもあるはずです。ワクチン接種の効果と結果のデータはもっと市民

が広く知れるように開示はされないのでしょうか。リスクもあるはずです。リスクはきち

んと開示されるべきです。判断する材料がなさすぎます。住みよい吹田市だと思っていま

す。吹田市独自でも偏りのない情報の開示と発信を望みます。 

84 計画（案）以外の意見 

85 
１．感染症予防のためこれまでに行われた一つ一つの対策でどのような効果、結果が出て

悪影響があったのかをまず明らかにし、結果を示せない対策は今後行わないよう改める。 

86 
２．一部の専門家の意見や実験室データのような科学的根拠の乏しい対策を今後も実施す

ることがないよう改める。 

87 

３．検査前確率の低い無症状者へも行う検査は多くの擬陽性結果を生み出し社会を混乱に

陥れた可能性を反省し、検査は感染症蔓延時と判断される場合であっても有症状者のみに

限定するよう改める。 

88 

４．マスクをはじめとした感染対策は、無症状者までも含めた全員に対策を求めたことで

社会を混乱に陥れました。特に大切な今の時間を生き成長し続けている子供達、若者から

大切な経験、時間を奪わないよう改める。 

89 

５．緊急事態での社会への対策を準備するのであれば、症状があるかどうかにまず重点を

置き、症状がある場合には、仕事や学校などの休みを取ることができ、それを補填するこ

とができる仕組みの準備を広く一般企業や学校にも求める。 

90 

６．高齢者施設などではこれまでにも存在するインフルエンザをはじめとしたあらゆる感

染症が命に関わる引き金となることがありますが、もしも必要な方に対策を行うとしても、

人権を尊重し、健康とは身体的、精神的、社会的に健康であることを前提として対策を抜

本的に改める。 

91 

７．今後は緊急事態の名の下に根拠の乏しいワクチンなどの薬剤の緊急使用をすることの

ないようにすること、もし政府の対策の一つとして取り入れられたとしても、問題点や不

明点も含め広く市民に対し開示するよう改める。 

92 

８．吹田市でも「新型コロナウイルス感染症に関連する人権の尊重」として掲げておられ

る通り、ワクチン接種は強制ではなく、接種していない人に対して、接種の強制や差別、

不利益な取り扱いを行うことのないよう努め、市民を守ることを今後の対策にあっても継

続されることを強く求めます。 

93 従来のＨＣＯＶと大差ないウイルスへの感染を極度に恐れ、人権を極度に制限してまで、
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対策が必要な病気か検討することが重要 

94 マスク着用は様々な害がある 

95 ワクチンの副反応が極めて重大です。 

96 

辛辣な意見で恐縮ですが、政府・厚労省のコロナ対策は不要でした。行政は介入せず、従

来通り発症者が近医に行って重症化を防げば、それで良かったのです。 

安倍内閣が感染症法の分類 (指定感染症２類相当=結核同等)に入れたことによって保健所

経由となり早期診療が妨げられ、入院も少数の特定病院に限定されました。  

その結果、早期診療を受けられずに重症化した患者は入院もできず、自宅待機中に死亡す

るケースが続発しました。政府・厚労省発の人工の危機が起こり、緊急事態宣言に繋がり

大騒動となりました。 

行政介入（分類化しての対策）をしなければ、発症した人が近医に行って重症化を防ぐか

ら脅威にはならず、騒動にもならなかったのです。 

 

以上のことから行政による介入は善とは限らず、混乱を招く元となることも念頭において、

方針の策定に当たって頂きたく具申いたします。 

・提出意見の内容ごとでまとめ、件数を数えています。 

・提出意見の明らかな誤字脱字等は修正しています。 
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議案第29号参考資料

健康医療部衛生管理課

１．保健所への持込（収容）件数 単位：件

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

子犬 0 0 0

成犬 4 9 4

子猫 45 13 17

成猫 31 11 22

合計 80 33 43

２．殺処分件数及び殺処分費用

（１）殺処分件数※ 単位：件

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

子犬 0 0 0

成犬 0 0 0

子猫 30 4 2

成猫 29 10 13

合計 59 14 15

※自然死を含む

（２）殺処分費用 単位：円

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

犬 0 0 0

猫 996,412 230,280 247,714

合計 996,412 230,280 247,714

    過去３年間の犬、猫の保健所への持込件数及び殺処分費用の推移
　  （犬、猫の子・成犬（猫）別）
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議案第 30 号参考資料 

健康医療部国民健康保険課 

 

国民健康保険料の抑制のために実施可能な事業の一覧 

 

１ 保険給付の適正な実施 

事業名 事業概要 

国民健康保険総務事業 レセプト点検 

第三者行為に対する取組 

不当利得に対する取組 

 

 

２ 医療費の適正化の取組 

事業名 事業概要 

特定健康診査等事業 

医療費適正化事業 

健診助成事業 

特定健康診査の受診率向上のための取組 

特定保健指導の実施率向上のための取組 

血圧・血糖高値者等の受診勧奨 

糖尿病性腎症重症化予防の取組 

重複・多剤服薬者への保健指導 

ジェネリック医薬品の普及促進 

がん検診の一部負担金助成、人間ドッグ助成 
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一般会計

（款）民生費　（項）児童福祉費　（目）児童福祉総務費

No. 内　　容 金額（千円） 室課名

1 令和４年度児童福祉サービス給付費返還金（国） 116,320 子育て政策室

2
平成３０～令和２年度児童福祉サービス給付費返
還金（国）

1,332 子育て政策室

3
令和４年度子ども・子育て支援交付金返還金
（国）

3,558 子育て政策室

4
令和４年度（令和３年度からの繰越分）保育対策
総合支援事業費補助金返還金（国）

616 子育て政策室

5
平成３０～令和２年度児童福祉サービス給付費返
還金（府）

665 子育て政策室

6
令和４年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費返
還金（国）

569 家庭児童相談室

7
令和４年度子ども・子育て支援交付金返還金
（国）

172 家庭児童相談室

8
令和４年度子ども・子育て支援交付金返還金
（国）

662 のびのび子育てプラザ

9
令和４年度子育てのための施設等利用給付交付金
返還金（国）

18,060 保育幼稚園室

10
令和３年度保育対策総合支援事業費補助金返還金
（国）

61 保育幼稚園室

11
令和４年度保育対策総合支援事業費補助金返還金
（国）

15,345 保育幼稚園室

12
令和４年度（令和３年度からの繰越分）保育対策
総合支援事業費補助金返還金（国）

25,114 保育幼稚園室

13
令和４年度子ども・子育て支援交付金返還金
（国）

20,495 保育幼稚園室

202,969

償還金等の内容一覧（児童部所管分）　No.１

児童部子育て政策室

議案第４０号参考資料

計

（1）
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一般会計

（款）民生費　（項）児童福祉費　（目）児童福祉総務費

No. 内　　容 金額（千円） 室課名

14
令和４年度子どものための教育・保育給付費負担
金返還金（国）

18,844 保育幼稚園室

15
令和３年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還
金（国）

242 保育幼稚園室

16
令和４年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還
金（国）

1,031 保育幼稚園室

17 令和３年度保育所等整備交付金返還金（国） 968 保育幼稚園室

18 令和４年度保育所等整備交付金返還金（国） 10,349 保育幼稚園室

19
令和４年度子育てのための施設等利用給付交付金
返還金（府）

9,030 保育幼稚園室

20
令和４年度子ども・子育て支援交付金返還金
（府）

1,289 保育幼稚園室

21
令和４年度子どものための教育・保育給付費負担
金返還金（府）

5,090 保育幼稚園室

22
令和４年度障害者綜合支援事業費補助金返還
（国）

805
こども発達支援セ
ンター地域支援セ
ンター

23
【参考】
令和４年度 子ども・子育て支援交付金等返還金

6,547
地域教育部
放課後子ども育成
室

54,195

257,164

計

合計

償還金等の内容一覧（児童部所管分）　No.２

議案第４０号参考資料

児童部子育て政策室

（2）
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議案第４０号参考資料

福祉部福祉総務室

一般会計

（款）民生費　（項）社会福祉費　（目）社会福祉総務費

No. 内　　容 金額（千円） 室課名

1
令和４年度生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還
金

8,790 生活福祉室

2 令和４年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 329 生活福祉室

3 令和４年度中国残留邦人事務費委託金返還金 6 生活福祉室

4
令和４年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金返還金

4,841 生活福祉室

5
令和３年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金財産
処分返還金（繰越分）

704 高齢福祉室

6
令和３年度地域密着型サービス等に係る施設整備等補助金
仕入控除税額返還金

425 高齢福祉室

7
令和３年度新型コロナウイルス感染症に係るサービス提供
体制確保事業補助金仕入控除税額返還金

45 高齢福祉室

8 令和４年度低所得者保険料軽減負担金返還金（府支出金） 50 高齢福祉室

9
令和４年度小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費負担
金返還金

119 障がい福祉室

10 令和４年度地域生活支援事業費等補助金返還金 45 障がい福祉室

11 令和４年度障害者総合支援事業補助金返還金 1,940 障がい福祉室

12 令和４年度障害者自立支援給付費負担金返還金 127,818 障がい福祉室

145,112

（款）民生費　（項）生活保護費　（目）生活保護総務費

No. 内　　容 金額（千円） 室課名

1 令和４年度生活扶助費等国庫負担金返還金 19,257 生活福祉室

2
令和４年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返
還金

388 生活福祉室

3 令和４年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 300 生活福祉室

19,945

償還金等の内容一覧（福祉部所管分）

計

計
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議案第 40号参考資料 

健康医療部地域保健課 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種に関する委託料及び個別接種促進協力金の詳細 

 

１ 委託料 

（１）国庫補助金に関するもの 

（ア）令和 2年度（2020年度）一般会計                             （単位：千円） 

予算科目（節） 業務内容 決算額 

委託料 コールセンター及びヘルプデスク運営業務 9,955 

接種券等の作成、封入・封緘、配送業務 17,211 

接種予約システム構築及び運用業務 2,882 

 

（イ）令和 3年度（2021年度）一般会計                             （単位：千円） 

予算科目（節） 業務内容 決算額 

委託料 コールセンター及びヘルプデスク運営業務 601,348 

接種券等の作成、封入・封緘、配送業務 36,249 

接種予約システム構築及び運用業務 9,809 

集団接種会場設営及び運営業務 223,271 

接種実施医療機関一覧表配布業務 1,408 

集団接種会場への担当者等輸送業務 550 

新型コロナウイルス抗体検査業務 1,389 

接種実施医療機関へのワクチン運搬業務 23,749 

感染性廃棄物等収集、運搬、処分等業務 1,493 

健康情報管理システム入力データ作成業務 2,272 

健康情報管理システム改修業務 4,068 

国保連等事務手数料 81,583 

 

（ウ）令和 4年度（2022年度）一般会計                             （単位：千円） 

予算科目（節） 業務内容 決算額 

委託料 コールセンター及びヘルプデスク運営業務 608,519 

接種券等の作成、封入・封緘、配送業務 30,153 

接種予約システム構築及び運用業務 21,027 

集団接種会場設営及び運営業務 47,481 

接種実施医療機関へのワクチン運搬業務 27,931 

感染性廃棄物等収集、運搬、処分等業務 191 

健康情報管理システム改修業務 1,430 

国保連等事務手数料 46,355 

 

 

(1) 
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（2）国庫負担金に関するもの 

（ア）令和 2年度（2020年度）一般会計 

※当該年度の契約無し 

 

（イ）令和 3年度（2021年度）一般会計                             （単位：千円） 

予算科目（節） 業務内容 決算額 

委託料 ワクチン接種業務 1,538,328 

 

（ウ）令和 4年度（2022年度）一般会計                             （単位：千円） 

予算科目（節） 業務内容 決算額 

委託料 ワクチン接種業務 1,009,497 

 

2 個別接種促進協力金 

（１）事業内容 

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金は、国の「新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保補助金実施要綱」により、令和 5年度（2023年度）から実施主体が都道府県から市町村となったも

のです。 

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する医療機関に対し、 医療機関ごとのワクチン接種

回数、及び接種を実施する医療機関の増加を図り、接種を促進することを目的とし、接種回数に応じて 

吹田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金を交付するものです。 

 

（2）支払要件 

週 100回以上の接種を期間中に４週間以上行った場合、週 100回以上の接種をした週における接

種回数に対して回数当たり 2,000円の支援を行う。 

なお、週 100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも１日は、時間外、夜間または休

日にかかる接種体制を用意していること。 

 

（3）対象期間及び支払い実績 

区別 対象期間 対象医療機関数 対象回数 支払金額 

第１期 令和５年（２０２３年）５月１日～７月２日 11医療機関 6,431回 12,862千円 

第２期 令和５年（２０２３年）７月３日～９月３日 該当なし 

第３期 令和５年（２０２３年）９月４日～11月５日 10医療機関 5,496回 10,992千円 

第４期 令和５年（２０２３年）１１月６日～１２月３１日 3医療機関 1,329回 2,658千円 

第５期 令和６年（２０２４年）１月１日～３月３日 対象期間中 
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一般会計

（款）衛生費　（項）保健衛生費　（目）保健衛生総務費

No. 内　　容 金額（千円） 室課名

1
令和4年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金
返還金（健康的な生活習慣づくり重点化事業）

204 健康まちづくり室

2
令和4年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金
返還金（特定感染症検査等事業）

1,675 成人保健課

3
令和4年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返
還金（養育支援訪問事業）

147 母子保健課

4
令和4年度母子保健衛生費国庫補助金返還金（繰越
分）

327 母子保健課

5
令和4年度母子保健衛生費国庫補助金返還金（恒常
分）

1,686 母子保健課

6 令和4年度小児慢性特定疾病対策補助金返還金 319 母子保健課

7
令和4年度小児慢性特定疾病児童等自立支援事業負
担金返還金

3,027 母子保健課

8
令和4年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金
返還金（感染症発生動向調査事業）

1,736 保健医療総務室

9
令和2年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保補助金返還金

910 地域保健課

10
令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保補助金返還金

132,876 地域保健課

11
令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保補助金返還金

152,431 地域保健課

12
令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費
国庫負担金返還金

212,103 地域保健課

13
令和4年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金
返還金（感染症発生動向調査事業等）

329,324 地域保健課

計 836,765

償還金等の内容一覧（健康医療部所管分）

健康医療部健康まちづくり室

議案第４０号参考資料
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議 案 第 ４ １ 号 参 考 資 料

健康医療部国民健康保険課

国民健康保険特別会計

（款）諸支出金　（項）償還金及び還付加算金　（目）償還金

No. 金額（千円）

1 1,468

2 17,760

計 19,228

償還金等の内容一覧

内　　容

令和４年度特別交付金精算
（ヘルスアップ事業分）

令和４年度特別交付金精算
（特定健康診査等負担金分）
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議案第４３号参考資料

福祉部高齢福祉室

介護保険特別会計

（款）諸支出金　（項）償還金及び還付加算金　（目）償還金

No. 内　　容 金額（千円）

1 令和４年度介護給付費負担金返還金（国庫支出金） 94,531

2 令和３年度地域支援事業交付金返還金（再確定分・国庫支出金） 15

3 令和３年度地域支援事業交付金返還金（再確定分・府支出金） 8

4 令和３年度地域支援事業支援交付金返還金（再確定分・支払基金） 3

94,557

償還金等の内容一覧

計
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